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登米市教育委員会会議録 

会議の名称 平成２３年第２回登米市教育委員会２月定例会議 
開催日時 

 

 

平成２３年２月９日（水） 

午後２時００分 開会 
午後４時４２分 閉会 

開催場所 登米市中田庁舎 教育長室 
委員長氏名 委員長 畠山信弘 

出席委員氏名 

 

 

 

 

委員長 畠山信弘 
委員長職務代行者 久保泰宏 
委員 橘 智法 
委員 小野寺範子 
教育長 佐藤壽昭 

欠席委員 なし 
傍聴者 なし 

事務局職員氏名 

 

 

 

 

 

教育次長（学校教育担当） 中津川定幸 

教育次長（社会教育担当） 阿部静男 
理事 永浦敬悦 
学校教育課長 伊藤 勉 
活き生き学校支援室長 金野 勉 
生涯学習課長 千葉幸弘 
参事兼教育総務課長 及川一夫 

書記 教育総務課 課長補佐 千葉 祐宏 
議題 報告第２号 一般事務報告について 

報告第３号 専決処分の報告について（条例改正案に関する意見の聴取

について） 

報告第４号 
専決処分の報告について（平成２２年度登米市一般会計補

正予算（第９号）に対する意見聴取について） 

報告第５号 
専決処分の報告について（平成２３年度登米市一般会計当

初予算に対する意見聴取について） 

議案第２号 
登米市教育委員会の組織等に関する規則の一部を改正する

規則について 

会議結果 報告第２号 承認 

報告第３号 承認 

報告第４号 承認 

報告第５号 承認 

議案第２号 決定 
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議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

及川参事兼

教育総務課

長 

畠山委員長 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

開会（午後２時００分） 

 教育委員会議の開会を宣言し、本日の議事日程に基づき会議を

開く旨を告げる。 

  

前回会議録の承認を求めます。 

 

（１月２０日の会議録を朗読） 

  

  

 会議録の朗読が終わりました。この内容についてご異議ありま

せんか。 

 

 （「なし」の声あり） 

  

 ご異議がないものと認め、朗読のとおり承認することとします。

  

会議録署名委員の指名を行います。 

委員長から指名してよろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

  

 ご異議がないようですので、１番久保委員、３番小野寺委員に

お願いします。 

  

日程第１、報告第２号「一般事務報告について」を上程します。

「教育長の一般事務報告について」教育長から報告をお願いしま

す。 

 

（一般事務報告について、平成２３年１月２０日から２月８日

までの会議・行事出席状況やその概要などについて、別紙資料に

基づき報告する） 

 

 教育長の一般事務報告が終わりました。この件についてご質問

ありませんか。 

  

 １月２４日の小中一貫教育講話の対象者は、どういう方です

か。 
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佐藤教育長 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

橘委員 

 

 

 

佐藤教育長 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 教員の方々が対象で、小中一貫教育発足当時のモチベーション

などが下がり気味だと感じましたので、３０分程度私の思いを話

しました。話を聞いて「そうだったのか」という反応が聞かれま

した。７年も経過し異動等もあり、当時の思いが風化しつつある

ので、関係した一人として話をさせていただきました。 

 

 １月３０日の登米市青年文化祭は、何名くらい集まりました

か。 

 

 フロアにいた人数は、３０人から４０人位でした。年々少なく

なっているようですが、それでも登米市は活動している方だとい

うことです。県教育事務所登米地域事務所も主催か共催の形で関

係しているようです。 

 

 資料には、記載されていませんが、２月５日に男女共同参画関

係の催しがあったようですが、教育委員会からの参画はあったの

ですか。 

  

特にありません。 

 

その他、ご質問はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、報告第２号「一般事務報告につい

て」は、報告のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、日程第１、報告第２号「一般事務

報告について」は、報告のとおり承認することとします。 

 

暫時休憩します。 

 

（午後２時２０分から午後２時３０分まで休憩） 

 

休憩前に引き続き会議を開きます。 
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畠山委員長 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

及川参事兼

教育総務課

長 

 

畠山委員長 

 

 

畠山委員長 

 

 

中津川教育

次長 

 

畠山委員長 

 

及川参事兼

教育総務課

長 

 

佐藤教育長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

及川参事兼

教育総務課

長 

 

畠山委員長 

 

日程第２、報告第３号「専決処分の報告について（条例改正案

に関する意見の聴取について（だれもが活き生きと暮らせる登米

市男女共同参画推進条例））」を上程します。 

説明を求めます。 

 

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別紙資料に基づき説明） 

 

 

 

説明が終わりました。報告第３号「専決処分の報告について（条

例改正案に関する意見聴取について）」、ご質問ありませんか。 

 

パブリックコメントを実施したと思いましが、何件ありました

か。 

 

０件だったそうです。 

 

 

教育委員会では、誰がこの条例策定委員ですか。 

 

次長級の部会と課長級の部会があり、何度か協議して来ました。

 

 

 

現年度の未納分は、これまでどおり担当部署で徴収業務を行い

ますが、合併前を含めた過年度分については、税務課に集約し徴

収業務を行うことになります。 

 

この条例には、教育関係者の責務などが謳われていますが、こ

れにより、教育委員会への縛りなどは出てきませんか。 

 

条文には、教育関係者の責務として努力するよう努めるとあり

ますが、教育委員会への具体的な取り組み要綱は来ていません。

 

 

審議会は、何人で組織されていますか。 
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及川参事兼

教育総務課

長 

 

 

 

橘委員 

 

 

 

中津川教育

次長 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

中津川教育

次長 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

審議会の委員は１０名です。会長、副会長は、委員の互選によ

り決定します。 

この条例が制定されているのは、県内では６市２町ですが、登

米市のように「です」「ます」調の条例は珍しいということで、

評価を受けたそうです。 

 

この条例が制定されたことにより、教育委員会として、市の教

育基本方針に、例えば「男女平等」とか「男女共同参画」といっ

た文言が盛り込まれる可能性はあるでしょうか。 

 

日本国憲法等の上位の法律で謳われている基本的人権を踏まえ

て、市の教育方針が定められていますので、条例によって、方針

の見直しを迫られるような内容にはなっておりません。 

 

そもそも学校教育の中に、男女共同参画は現存しております。

教育の中で、「男女共同参画社会」とは、こういうものだという

ことは教えますが、教育基本方針の考え方、方向性は、教育次長

が話したとおりです。 

 

いじめなどについても、これ以前に人権教育などを取り込んだ

中で指導しております。 

 

その他、ご質問はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、報告第３号「専決処分の報告につ

いて（条例改正案に関する意見聴取について）」は、報告のとお

り承認することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、日程第２、報告第３号「専決処分

の報告について（条例改正案に関する意見聴取について）」は、

報告のとおり承認することとします。 

 

日程第３、報告第４号「専決処分の報告について（平成２２年

度登米市一般会計補正予算（第９号）に対する意見聴取について）」

を上程します。 
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佐藤教育長 

 

中津川・阿

部教育次長 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

中津川教育

次長 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

阿部教育次

長 

 

久保委員 

 

 

 

 

 

阿部教育次

長 

 

 

 

 

 

 

 

説明を求めます。 

  

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別紙資料に基づき説明） 

 

 

説明が終わりました。報告第４号「専決処分の報告について（平

成２２年度登米市一般会計補正予算（第９号）に対する意見聴取

について）」について、ご質問ありませんか。 

 

要望した額が、すべて認められたわけですか。 

 

２３年度の予定だったものが、財源を調整してもらって２２年

度に計上され、前倒しとなった事業もあります。また、指定管理

者に施設を引き渡すので、しっかりと整備するための予算を計上

しました。 

 

要求した額が満額認められたわけではありませんが、意を酌ん

でもらい、予算を付けていただいたと思います。 

 

１００万円未満の工事については、既決予算での対応というこ

とで、今回計上されませんでした。 

 

放課後子ども教室推進事業の件ですが、教材備品購入費で、ど

ういう教材を購入する予定ですか。また、昨年、米山東小学校か

ら、放課後子ども教室として木工室を使用しているが、工具等が

あるので、改善が図られているかどうか、今の状況を教えてくだ

さい。 

 

来年度開設します東和、南方、米山で使用する和机、カーペッ

ト等の購入費です。また、米山東小学校の放課後子ども教室です

が、確かに木工室で行っております。このため、木工机が重いの

で、すべての机にキャスターを付け、移動しやすいようにし、授

業が終わったら、コーディネーターや安全管理人の方に、移動し

ていただき、スペースを作って開設している状況です。 

また、ドリルや工具については１カ所に寄せ、子どもたちが触

れないように安全確保を図ります。 
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久保委員 

 

 

 

阿部教育次

長 

 

 

 

久保委員 

 

 

橘委員 

 

 

 

千葉生涯学

習課長 

 

畠山委員長 

 

橘委員 

 

千葉生涯学

習課長 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

子どもたちは、好奇心が旺盛なので、触らないとも限りません。

空き教室を確保するなど、学校ともう少しすり合わせをし、安全

を確保してから取り組んだ方がいいのではないでしょうか。 

 

校長先生とも話したのですが、空き教室はないということで、

隣が児童クラブということもあり、木工室を使用することにしま

した。寒いので、アコーディオンカーテンで仕切り、暖房により

防寒対策を講じています。 

 

環境面で児童クラブと差があるので、いくらでも差をなくす整

備をしてから事業を進めていただきたいと思いました。 

 

迫体育館の舞台幕修繕ですが、舞台幕とはどん帳のようなもの

ですか。また、既設の物を修繕するのか、新しく備えるのか教え

てください。 

 

どん帳ではなく、老朽し裂けた幕を、補助事業を活用し交換す

るものです。 

 

何枚くらいですか。 

 

それら一式の金額ですね。 

 

そうです。 

 

 

その他、ご質問はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、報告第４号「専決処分の報告につ

いて（平成２２年度登米市一般会計補正予算（第９号）に対する

意見聴取について）」は、報告のとおり承認することにご異議あ

りませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、日程第３、報告第４号「専決処分

の報告について（平成２２年度登米市一般会計補正予算（第９号）



 - 8 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

中津川・阿

部教育次長 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

中津川教育

次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿部教育次

長 

 

に対する意見聴取について）」は、報告のとおり承認することと

します。 

 

暫時休憩します。 

 

（午後３時５５分から午後４時０５分まで休憩） 

 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

日程第４、報告第５号「専決処分の報告について（平成２３年

度登米市一般会計当初予算に対する意見聴取について」を上程し

ます。 

説明を求めます。 

  

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別紙資料に基づき説明） 

 

 

説明が終わりました。報告第５号「専決処分の報告について（平

成２３年度登米市一般会計当初予算に対する意見聴取について」

について、ご質問ありませんか。 

 

平成２３年度当初予算で執行する事業のうち、特に市として力

を入れる目玉となる事業をそれぞれ三つ位ずつ挙げてください。

 

まず、学力の向上については、引き続き重点事項として推進し、

「登米っこ学習」のノートの配布を行います。また、子どもたち

の学習環境の整備として、図書の充実を図ります。さらに、音楽

活動の充実のため、ブラスバンドの楽器の更新を行います。学用

品費、給食費につきましては要件が当てはまれば全額、就学援助

を行うとともに、制度の周知に努めて参ります。また、校舎の整

備のほか、保健室、コンピュータ室、預かり保育室にエアコンを

設置いたします。それらに要する経費を計上しております。 

 

 

社会教育関係では、指定管理者制度への移行をこれまでどおり

進めて参ります。また、地域一体となって学校を支援する「学校・

地域教育力向上対策事業」を東和、中田、石越中学校を中心に行
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畠山委員長 

 

 

 

 

阿部教育次

長 

 

 

 

久保委員 

 

 

 

 

阿部教育次

長 

 

 

 

 

 

中津川教育

次長 

 

 

 

 

 

小野寺委員 

 

 

 

 

います。市民の方々に図書に触れていただくために、乳幼児用の

絵本の購入や公民館図書の充実を図って参ります。さらに８町域

で設立された総合型地域スポーツクラブの市内全域への設立と、

それと連携した生涯スポーツの振興を進めて参ります。 

 

指定管理者制度が進んでいますが、質の問題が重要だと思いま

す。指定管理者を指導する各教育事務所、それを指導する教育次

長や管理職が、会議や評価を通し向上していくためのネットワー

ク組織づくりが大切だと思いますが、いかがですか。 

 

市全体を網羅した連絡協議会は設立させておりませんが、地区

ごとの協議会は立ち上がっています。今後、残りの５つが指定管

理に移行した段階で検討して参ります。いずれにしても、教育事

務所からの受託者への支援は、今後も強力に行っていきます。 

 

指定管理の委託料が公民館運営費より大分多いようですし、体

育施設の管理費も指定管理への委託のため増となっています。そ

れに対し、職員給与費はあまり減っていないようですが、この照

らし合わせは今後どのようになっていくのでしょうか。 

 

施設管理等の委託は、これまで集約し１本化して契約していま

した。指定管理ではすべて個々となりますので、その分委託料が

高くなっています。その他、新たに鍵管理等で高くなっています。

人件費については、現在は差異はないのですが、ここ２～３年で

３，０００万円の減額になると見込んでおり、長い目で見た場合

には、人件費の減額が図られます。 

 

昨年の予算額と比較し、人件費が減っていないというご指摘だ

と思いますが、指定管理者制度導入により人員は削減されます。

それが予算的に人件費に現れるのは、６月の段階です。現段階で

は、４月の人事異動以降の人事配置がわかりませんので、退職予

定者を除いた今のままの人員で予算計上されています。このため、

昨年と比べあまり差がありません。 

 

３点ほど伺います。１点目は、外国語指導助手の基本給は、市

で定めているのでしょうか、それとも、ＪＥＴなどの要請で決め

ているのでしょうか。また、派遣されてくる人をこちらで選定で

きるのでしょうか。２点目は、教育関係新規事業の学校音楽支援

事業の事業費が１千万円になっていますが、１０校で１００万円
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き学校支援

室長 
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育課長 
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畠山委員長 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

ずつでしょうか、また修理費も入っているのでしょうか。３点目

は、「ブックスタート事業」の絵本の選定者は誰なのでしょうか。

また、毎年同じ本を贈るのでしょうか。兄弟がいますので違う本

を選ぶのでしょうか。 

 

ＪＥＴ関係ですが、市の就業規程の中に金額を定めています。

ただＪＥＴとの関わりの中でどうなるかは、確認して報告いたし

ます。人選については、こちらではできません。 

 

「ブックスタート事業」ですが、２冊ずつ配布していますが、

毎年本は替えています。選定は図書館の担当等で協議して決定し

ております。 

 

学校音楽支援事業についてですが、楽器の各学校への割り振り

ですが、各学校の楽器の状況を調査し、買い替えが必要な楽器を

購入するものです。学校により楽器の種類も金額もまちまちです

が、同じ楽器の場合は、平均的なランクのものに統一致します。

なお、津山中学校につきましては、吹奏楽部がありませんので、

これから必修となります和楽器を中心に購入することになってお

ります。 

 

その他、ご質問はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、報告第５号「専決処分の報告につ

いて（平成２３年度登米市一般会計当初予算に対する意見聴取に

ついて）」は、報告のとおり承認することにご異議ありませんか。

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、日程第４、報告第５号「専決処分

の報告について（平成２３年度登米市一般会計当初予算に対する

意見聴取について）」は、報告のとおり承認することとします。

 

 

日程第５、議案第２号「登米市教育委員会の組織等に関する規

則の一部を改正する規則について」を上程します。 

説明を求めます。 



 - 11 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

伊藤学校教

育課長 

 

畠山委員長 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 
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（議案を朗読） 

 

（議案内容を別紙資料に基づき説明） 

 

 

説明が終わりました。議案第２号「登米市教育委員会の組織等

に関する規則の一部を改正する規則について」について、ご質問

ありませんか。 

 

学校経営を円滑に進めるために、途中に管理職を置いた方が良

いだろうということで始まりました。学校にはあまり役職を置か

ない方がいいと思いますが、周りを見ると主幹教諭を置いている

ところもあり、また県教育事務所登米地域事務所の意向もありま

した。 

 

その他、ご質問はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、議案第２号「登米市教育委員会の

組織等に関する規則の一部を改正する規則について」は、原案の

とおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、日程第５、議案第２号「登米市教

育委員会の組織等に関する規則の一部を改正する規則について」

は、原案のとおり決定することとします。 

 

次回の会議の日程は、平成２３年３月２２日（火）午後２時か

ら行うことにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、次回の会議の日程は、平成２３年

３月２２日（火）午後２時から行うことに決定することにします。

 

閉会（午後４時４２分） 




